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第４回確定交渉（11/19）

賃金カットの来年4月以降の延長はないと明言
55歳での昇給停止の来年度導入阻止 継続交渉へ

高教組速報

高教組は 11 月 19 日、確定交渉の最後の交渉

となる第４回交渉を行いました。交渉には、本

部執行部６人と柄本大村支部長、池田佐世保支

部書記長が参加し、県教委からは松尾教職員課

長、荒木人事管理監、他 5 人が参加しました。

交渉の中で県教委は、｢これまでの議論を踏

まえて検討した結果｣として、55 歳での昇給停

止の提案について、来年 4 月からの実施を見送

って継続交渉とすることなど 5 点についての回

答を行いました。また、7 月から強行されてい

る賃金カットについては、国が国家公務員の賃

金カットを本年度で終了することを決定し、地

方に対して新たな賃金カットの要請はしないと

いう通知が出されたことを受けて、｢我々とし

ても延長することは考えていない｣と明言しま

した。

PTA役員としての学校行事参加を
特別休暇として認める方針を示す

高教組は、子どもの学校行事に参加するため

の休暇を新設することを求めていました。この

ことについて、今回の交渉で県教委は、｢休暇の

新設は、現在の公務員をめぐる情勢の中では難

しいが、強い要望があったので何らかの形で応

えられないか検討した結果｣として、次のように

回答しました。それは、PTA 役員としての学校

行事参加を、自治会役員としての地域活動参加

と合わせて、｢地域貢献｣と位置づけ、ボランテ

ィア休暇の対象として認めることができるよう

に人事委員会と調整するというものです。対象

とする役員や行事の範囲については、これから

具体化すると回答したので、高教組は、各種委

員会活動なども含めて、できるだけ多くの活動

を対象とすることを求めました。

スクールソーシャルワーカーの県立学校
への配置に向けて｢予算確保に努める｣

高教組は、定通部交渉や第 3 回確定交渉で、

スクールソーシャルワーカーの県立学校への配

置を求めていましたが、このことについて県教

委は、これまでの｢スクールカウンセラー派遣

事業を活用してほしい｣という対応から一歩踏

み込んで、｢ H26 年度の配置に向け、予算の確

保に努めたい｣と回答しました。

また、県教委は、休暇制度の改善として、ベ

イチェット病やパーキンソン病など国が定める

56 の難病(特定疾患)を、病休が年間 180 日まで

とれる｢特定疾患｣の中に加えること、非常勤講

師や事務現業嘱託職員などの非常勤職員の有給

休暇にインフルエンザでの病休(1 日)を加える

こと(※)を合わせて回答しました。

※現行では、無給の病気休暇のみ

現業賃金交渉でも
昇給停止提案の先送りなどを回答

同じ 19 日に、第 4 回確定交渉に先立って、現

業職の第 2 回賃金交渉が行われました。県教委

はここでも、他職と同様に、55 歳昇給停止問題

については継続協議とすること、及び、休暇制

度の改善を行うことを回答しました。

11月1日から始まった今年の確定交渉で

は、2131人分の重点要求署名や359人か

ら寄せられたアンケートを背景に交渉しま

した。こうした現場からの声が、55歳昇給

停止の来年度導入を阻止し、休暇等での一

定の前進を引き出す力になりました。

ご協力いただいた皆さんに感謝するとと

もに、高教組未加入の皆さんの組合加入を

呼びかけます。


